
第２回三条市教育制度等検討委員会会議次第 
 
 

と き：平成１９年２月２７日（火） 
午後 1時 30 分～4時 

ところ：三条市役所栄庁舎 3階中議室 
 
１ 開  会 
 
２ 開会のあいさつ 
 
３ 協 議 
（１）前回会議録の確認 
（２）前回要望資料等について 
  ・小・中学校の適正規模・適正配置について（資料№１） 
  ・小規模校のメリット・デメリット    （資料№２） 
  ・学区外・区域外就学の弾力化      （資料№３） 

 （３）小中一貫教育について         （資料№４） 
（４）その他 

 
４ 今後の検討委員会の進め方について 
 
５ 閉  会 
 
（配布資料） 
資料№１ 小・中学校の適正規模・適正配置について 
資料№２ 小規模校のメリット・デメリット 
資料№３ 学区外・区域外就学の弾力化 
資料№４ 広がる小中一貫教育 

 資料№５ 社会の教育に関する動向 



資料№１ 

小・中学校の適正規模・適正配置について 

 
１ 法令等からの根拠 

 

  学校規模については、小学校は、学校教育法施行規則第１７条において「小学校の学

級数は１２学級以上１８学級以下を標準とする。」とされ、中学校も同規則第５５条にお

いて小学校の規定を準用するとされている。また、文部省助成課資料「これからの学校

施設づくり」の中で、学校の基本的条件を充たすための指標として学校規模を学級別に

分類し、１２学級以上１８学級以下を適正規模としている。 

 

（１）学校教育法施行規則 

 第１７条 小学校の学級数は、十二学級以上十八学級以下を標準とする。ただし、地

域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。 

◇中学校については、第 55 条において第 17 条を準用。 

◇この規定については、昭和 33 年の省令改正により条文化。（それ以前は、

学校規模に関する規定はなし。） 

 

（２）義務教育諸学校等の国庫負担等に関する法律施行令 

 （適正な学校規模の条件）  

第４条 法第三条第一項第四号の適正な規模の条件は、次の各号に掲げるものとする。 

 一 学級数がおおむね十二学級から十八学級までであること。 

 二 通学距離が、小学校にあつてはおおむね四キロメートル以内、中学校にあつて

はおおむね六キロメートル以内であること。 

２ 五学級以下の学級数の学校と前項第一号に規定する学級数の学校とを統合する場 

合においては、同項同号中「十八学級」とあるのは、「二十四学級」とする。 

３ 統合後の学校の学級数又は通学距離が第一項第一号又は第二号に掲げる条件に適

合しない場合においても、文部科学大臣が教育効果、交通の便その他の事情を考慮

して適当と認めるときは、当該学級数又は通学距離は、同項第一号又は第二号に掲

げる条件に適合するものとみなす。 

 

 

◇昭和３３年制定 

◇義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第三条第一項 

  国は、政令で定める限度において、次の各号に掲げる経費について、その一部

を負担する。この場合において、その負担割合は、それぞれ当該各号に掲げる割

合によるものとする。 

  四 公立の小学校及び中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに

伴って必要となり、又は統合したことに伴って必要となつた校舎又は屋内運動場

の新築又は増築に要する経費二分の一 





３ 他市にみる「適正規模」と「適正配置」の方向性 

自治体名 横浜市 川崎市 大阪市 仙台市 千葉市 

 横浜市立小・中学校の規模

及び配置の適正化並びに

通学区域制度の見直し関

する基本方針 

川崎市立小・中学校にお

ける適正規模・適正配置

の基本的な考え方（報

告） 

学校規模・配置の適正化

に関する答申 

仙台市小・中学校の一定

規模、適正配置に関する

基本的な考え及び具体

的方策について（中間報

告） 

千葉市学校適正配置の基本的考え方（中間報

告） 

策定年度 平成 15 年 12 月 平成 15 年 8 月 平成 16 年 9 月 平成 17 年 12 月 平成 18 年 11 月 

策定団体 

横浜市立小・中学校の通学区域

のあり方に関する検討委員会

からの提言を受けて横浜市

教育委員会が策定 

川崎市立小・中学校適正

規模・適正配置検討委員

会 

大阪市学校適正配置審

議会 

仙台市立小・中学校適正

規模等検討委員会 

第２次千葉市学校適正配置検討委員会 

適正規模 

・小学校 12～24 学級(1 学

年 2～4学級) 

・中学校 12～24 学級(1 学

年 4～8学級) 

小学校、中学校とも普通

学級で 12～24 学級程度

まで 

※一時的に児童生徒数が急

増する地域にあっては、過大

規模校とならない 30 学級ま

でを許容学級とする。 

小学校、中学校とも 18

～24 学級 

〔適正規模については、

これまでの基準(18～24

学級)が妥当〕 

・小学校 12 学級以上必

要 

・中学校 9学級以上必要

・小学校 18 学級(各学年 3学級)以上 24 学級

以下 

・中学校 12 学級(各学年 4学級)以上 24 学級

以下 

適正配置 

・通学区域の適正化 

・学校規模、通学時間・通

学距離、通学安全、地域

コミュニティとの関係

を総合的に配慮して設

定 

適正配置の具体的な方

法は、「通学区域の変更」

及び「学校の統廃合」が

考えられる。 

「統合」「校区の変更」

「通学区域の弾力的運

用」について検討する。 

・まずは一定規模を確保

することが前提条件 

・統廃合、学区修正を行

う際の通学距離につ

いては、小学校概ね４

㎞以内、中学校概ね 6

㎞以内とする。 

＜適正配置を行う上での規模＞ 

・小学校…各学年 2 学級以上、全体で 12 学

級以上 30 学級以下とする。 

・中学校…各学年 4 学級以上、全体で 12 学

級以上 30 学級以下とする。 

・通学区域は行政区や地域のまとまりと整合

していることが望ましい。 

・児童生徒の居住地から 4㎞以内に小学校、

6 ㎞以内に中学校が存在することが望ま

しい等。 



学校の適正規模について 
 

 

１ 適正規模を考える視点 

 

（１） 小学校と中学校を分けてとらえる視点 

学級担任による教科指導が主となる小学校と、教科担任制であり部活動 

が盛んな中学校というように、小学校と中学校では教育活動や学校運営に 

異なる面があることから、小学校と中学校を分けて、望ましい規模を検討 

する。 

 

（２） 子どもの集団活動等の視点 

小学校でも中学校でもクラス替えができるよう、１学年に複数の学級が 

必要である。また、児童生徒の集団活動、教員とのふれあいなどを考慮す 

ると、小規模も大規模も共に望ましくなく、児童生徒、教職員間において 

多様な人間関係を育むことのできる規模とすることが求められる。 

 

（３） 学校運営と指導体制の視点 

学年経営や教員の力量向上に効果的な教職員の人数確保のためには、１ 

学年に複数の学級が必要である。特に中学校では、専門の教科担任による 

指導のために、一定数以上の教職員の確保を可能とする学級数が必要とな 

る。 

また、少人数指導や多様な選択教科、総合的な学習の時間など、今日的 

な教育を展開できる教職員の人数確保のための規模が必要である。 

 

２ 適正規模の基準 

本検討委員会では、小・中学校に分けて適正規模を検討し、望ましい規模を 

以下のように定めた。 

＜望ましい規模＞ 
 

小学校は１８学級（各学年３学級）以上２４学級以下、中学校は１２学級（各学年 

４学級）以上２４学級以下を、望ましい規模とする。 

 

（千葉市学校適正配置の基本的な考え方 中間報告 検討事項１ 

                           「学校適正配置のあり方」より） 

 

 

 

 



表１ 中学校の学校規模による比較 

 

学年学級数 １学級 ２学級 ３学級 ４学級 ５学級 

学校規模 ３学級規模 ６学級規模 ９学級規模 １２学級規模 １５学級規模

学級人数 40 人以下 40～20 人 40～27 人 40～30 人 40～32 人 

学年人数 40 人以下 80～41 人 120～81 人 160～121 人 200～161 人 

全校人数 120 人以下 240～123 人 360～243 人 480～363 人 600～483 人 

クラス替え できない できる 

教職員の配当 

基準(18 年

度) 

教諭 

7 人 

教諭 

11 人 

教諭 

15 人 

教諭 

19 人 

教諭 

22 人 

全教科、同一の教員が３年間 

指導（非常勤講師は除く） 

３教科で 

複数教員 

 

５教科で 

複数教員 

 

７教科で 

複数教員 

 

教科指導の具

体例 

教科担任は、いつでも同じ先生

になる。 

学年・学級により教科担任が変わる可能性があ

る。 

教科打合せ できない。 講師と可能 教科内で、開催できる。 

６部活 ９部活 １４部活 １３部活 ２０部活 

 

部活動の具体

例 

 運動系５ 

文科系１ 

(野球部とサッ

カー部はない) 

運動系８ 

文科系１ 

 

運動系１１ 

文科系３ 

 

運動系１０ 

文科系３ 

 

運動系１５ 

文科系５ 

 

総合的な学習 

の時間 

教員数が多いほど、多様な取り組みを実施しやすい。 

校務分掌 学校規模に関わらず校務はほとんど変わらない。 

千葉市の具体例をもとに整理、中学１年生は３８人編成 

 

 

（千葉市学校適正配置の基本的な考え方 中間報告 検討事項１ 

                           「学校適正配置のあり方」より） 

 

 



等

小規模校のメリット・デメリット　　　　
小規模校：（小）６学級１３０人程度（中）６学級１８０人程度

（学校関係者からのヒアリング）
項目 メリット デメリット

学習面

・教師と児童の１対１のやりとりの機会が多い
・子ども一人一人の状況が把握できる
・施設、設備の活用が十分にできる

・授業で出てくる意見が少なく、考え方の広がり
が足りない
・同学年の教師同士で指導の仕方や教材資料
について意見交換を行うことが難しい

課外活動面

・運動会や学芸会ではすべての児童が主役に
なる機会がつくれる
・試合等で選手になれる可能性が高い

・児童生徒の希望に応じたクラブ活動・部活動
を設定することが難しい
・技術面では競争が足りず、大会等で好成績を
あげることが難しい
・親の中には、自分の子どもに多くの子どもとか
かわりを持たせたいという願いもある

学校経営面
・分担している校務の量は少ない
・教職員の共通理解、合意形成が図りやすい

・校務分担の数が多い
・１学年１学級だと、担任決めが難しい

（保護者からのヒアリング）
項目 メリット デメリット

学習面

・子どもの一人一人に目が行き届いている
・体験学習などにも一人一人に多くの時間を割
いてもらえる
・施設、設備の活用が十分にできる
・授業での発表機会が多く、積極性を発揮させ
やすい
・成績が思わしくない子どもでも、少しずつ確実
に底上げできる
・学年ごとの壁がなく、自然に上の者が下の者
の面倒を見る
・（中学校）１学年３クラス程度あり、５教科に２
人以上の先生がついているので、テストの問題
作成等もスムーズに行われているようだし、学
習面で特段不都合は感じていない

・競争意識が足りないように感じる（ただ、小学
校については、人間形成の方に時間をかける
べきだという意見）
・顔ぶれが変わらず、向上心が育ちにくい
・学年同士の切磋琢磨がない

課外活動面
（クラブ、学校

行事）

・運動会や学芸会ではすべての児童が主役に
なる機会がつくれる
・運動会などで地域との交流がよく図られてい
る　　　・縦割りの校外学習で、よい縦の人間関
係ができる
・試合等で選手になれる可能性が高い

・クラブ活動、特に団体競技の選択の幅が狭い
・部活動において専門的知識と経験のある顧問
がつくとは限らない
・団体競技ではゲーム形式の練習が難しい
・技術面では競争が足りず、レベルアップが難
しい　　・学習発表会などでは、相手がいないの
で比較ができない
・運動会などの運営が（人手が足りず）忙しい
・運動が苦手な子もリレー競技に出ざるをえず、
負けるとその原因を追及されてしまう

課外活動面
（集団生活

等）

・集団生活面では、多様な意見が出にくいた
め、考え方同一化しがち
・けんかなどによる人間関係のこじれが尾を引く

（仙台市立小・中学校適正規模等検討委員会より）

資料№２



資料№３学区外・区域外就学の弾力化    
三条市学区外就学の承認基準 

承認基準 
適用 

区分 
内  容 添付書類 

特別支援学級に

入級する場合 

小学生 

中学生 

心身に障がいのある児童生徒が、就学すべき学校に特別支援

学級がない場合、特別支援学級設置校への就学を認める。 
 

疾病又は障がいにより、病院へ長期的、定期的に通院を必要

とする場合、通学又は通院が容易な学校への就学を認める。 
診断書の写し 

疾病等の理由に

よる場合 

小学生 

中学生 疾病又は障害により、通学路の安全性や通学距離に問題があ

ると判断される場合、学区外就学を認める。 
理由を証する書面

いじめ、不登校

等教育的配慮に

よる場合 

小学生 

中学生 

いじめ、不登校等学校生活に起因する児童生徒の精神的な問

題が転校することにより解消されると判断される場合、学区

外就学を認める。 

 

住宅の購入等により転居することが確実な場合、転居届がな

されなくとも前もって転居予定先の学区の学校への就学を

認める。 

建築確認通知書等

の写し 
転居に伴う場合 

小学生 

中学生 
転居に伴い学区が変わる場合、引き続き転居前の学校への就

学を認める。 
 

部活動を理由と

した場合 
中学生 

就学すべき学校に希望する部活動がない場合、希望する部活

動がある学校への学区外就学を認める。 
 

保護者の就労等により下校後家庭において児童を保護監督

する者がいなく親戚等保護監督する者に預ける場合、当該保

護監督する者が居住する学区の学校への就学を認める。 

勤務証明書 

預り証明書 

小学生 

就学すべき学区内に児童クラブがなく下校後家庭において

児童を保護監督する者がいない場合、入会する児童クラブの

所在する学区の学校への就学を認める。 

勤務証明書 

児童クラブ入会承

認通知書の写し 

小学生 

中学生 

保護者等の長期入院、遠隔地への赴任など家庭の事情により

保護監督が困難で親戚等に預け、そこから通学することがや

むを得ないと判断される場合、当該親戚等が居住する学区の

学校への就学を認める。 

預り証明書 

家庭環境による

場合 

小学生 

中学生 

保護者が住所とは別の所在において店舗、工場などを営み、

そこから通学することがやむを得ないと判断される場合、当

該店舗、工場などが所在する学区の学校への就学を認める。 

営業許可書の写し

確定申告書の写し

兄弟姉妹が学区外就学の承認を受けている場合、学区外就学

の承認を受けた児童生徒の兄弟姉妹についても当該児童生

徒と同じ学校への就学を認める。 

 

近くの友人が多く就学する学区外の学校へ集団等で通学す

ることがやむを得ないと判断される場合、当該学校への就学

を認める。 

 

その他個別事項

に配慮する場合 

小学生 

中学生 

その他教育委員会が特に必要と認める場合、学区外就学を認

める。 
事由に応じた書類

※承認の期間は、承認事由が解消するまでとする。ただし、承認事由の解消後も引き続き学区外就学して

いる学校への就学を希望する場合は、この限りでない。 



三条市区域外就学の承認基準 
 

承認基準 
適用 

区分 
内  容 添付書類 

特別支援学級に

入級する場合 

小学生 

中学生 

心身に障がいのある児童生徒が、就学すべき学校に

特別支援学級がない場合、特別支援学級設置校への

就学を認める。 

 

疾病又は障がいにより、三条市内の病院へ長期的、

定期的に通院を必要とする場合、通学又は通院が容

易な学校への就学を認める。 

診断書の写し 

疾病等の理由に

よる場合 

小学生 

中学生 疾病又は障害により、通学路の安全性や通学距離に

問題があると判断される場合、区域外就学を認め

る。 

理由を証する書面 

いじめ、不登校

等教育的配慮に

よる場合 

小学生 

中学生 

いじめ、不登校等学校生活に起因する児童生徒の精

神的な問題が転校することにより解消されると判

断される場合、区域外就学を認める。 

 

住宅の購入等により転入することが確実な場合、転

入届がなされなくとも前もって転入予定先の学区

の学校への就学を認める。 

建築確認通知書等の

写し 転入・転出に伴

う場合 

小学生 

中学生 
世帯転出した場合、引き続き転出前の学校への就学

を認める。 
 

部活動を理由と

した場合 
中学生 

就学すべき学校に希望する部活動がない場合、希望

する部活動がある学校への区域外就学を認める。 
 

小学生 

保護者の就労等により下校後家庭において児童を

保護監督する者がいなく三条市内の親戚等保護監

督する者に預ける場合、当該保護監督する者が居住

する学区の学校への就学を認める。 

勤務証明書 

預り証明書 

小学生 

中学生 

保護者等の長期入院、遠隔地への赴任など家庭の事

情により保護監督が困難で三条市内の親戚等に預

け、そこから通学することがやむを得ないと判断さ

れる場合、当該親戚等が居住する学区の学校への就

学を認める。 

預り証明書 
家庭環境による

場合 

小学生 

中学生 

保護者が三条市内に店舗、工場などを営み、そこか

ら通学することがやむを得ないと判断される場合、

当該店舗、工場などが所在する学区の学校への就学

を認める。 

営業許可書の写し 

確定申告書の写し 

その他個別事項

に配慮する場合 

小学生 

中学生 

その他教育委員会が特に必要と認める場合、区域外

就学を認める。 事由に応じた書類 

※承認の期間は、承認事由が解消するまでとし、年度を超えない範囲内とする。ただし、承認事由に

変更がなく翌年度も区域外就学を希望する場合は、年度末に更新の手続を行わなければならない。 



学区外就学者理由別

各年度5月1日現在

本人の疾病等
の理由

友達・部活・
その他での希

望

下校後の保護・
監督者不在

（共働き等）

通学区域外に
生活圏がある

希望校に兄
弟・姉妹が在

学

通学上の安全
等に配慮

合　計

年 度 16 17 18 16 17 18 16 17 18 16 17 18 16 17 18 16 17 18 16 17 18

小 学 校 計 7 21 10 48 100 96 101 118 108 5 3 10 8 14 14 13 11 14 182 267 252 

中 学 校 計 3 2 1 35 46 51 7 14 8 1 1 2 2 46 64 63 

合 計 10 23 11 83 146 147 108 132 116 5 3 11 9 16 16 13 11 14 228 331 315 

学区外就学者学年別

平成18年5月1日現在

1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 計

小 学 校 計 48 41 36 42 40 45 252 

中 学 校 計 25 25 13 63 

合 計 73 66 49 42 40 45 315 

区域外就学者数（他市町村から入学）

平成18年5月1日現在

計

小 学 校 計 11 

中 学 校 計 8 

合 計 19 

























教育改革国民会議（教育を変える１７の提案）　平成１２年１２月２２日　→　２１世紀教育新生プラン～レインボープラン～　→　中教審答申　→　教育再生会議
●人間性豊かな日本人を育成する

２１世紀教育新生プラン　７つの重点戦略
（平成１３年１月）

中教審答申（平成１７年１０月） 教育再生会議（平成１９年１月）

提案 施策 主なスケジュール

1

・教育の原点は家庭で
あることを自覚する
（教育の原点…親が人
生最初の教師である）

・家庭の教育力の再生
・教育休暇制度の導入促進
・幼稚園と保育所の連携強化策の実施
・地域の教育力の再生
・「教育の日」の制定などによる地域にお
ける教育への取組の推進

2

・学校道徳を教えること
をためらわない 評価さ
れる体制をつくる
（社会性の育成を重視
し、自由と規律のバラン
スの回復を図ることが重
要）

・「心のノート」の作成・配布
（平成１３年度に小・中学生全員に、以降
計画的に配布）
・「幼児の心を育てるキャンペーン」の全国
展開
・「心の先生」の配置
・子どもたちの心に響く道徳教育の推進
・言葉の教育の充実

3

・奉仕活動を全員が行
なうようにする
（個人の自立と発見→
他者への検診・奉仕）

・子どもの読書活動の推進
・学校図書館資料の整備の推進
・朝の読書活動の推進
・学校教育における文化活動、スポーツ活
動の充実
・「学校教育法」「社会教育法」の改正
児童生徒の奉仕体験活動の規定
・奉仕活動・体験活動の充実
・奉仕活動について関係省庁と協議しつ
つ検討
・その他

4

・問題を起こす子どもへ
の教育を曖昧にしない
（一人の子どものため
に、他の子どもたちの多
くが学校生活に危機を
感じたり、厳しい嫌悪感
を抱いたりすることがな
いようにする）

・「学校教育法」の改正
出席停止制度について要件の明確化及
び出席停止中の児童生徒への支援措置
出席停止制度に関する通知の発出
・問題行動を起こす児童生徒への地域支
援システムづくり
サポートチーム等地域支援システムづくり
推進事業

5

・有害情報等から子ども
を守る　　　　（情報産業
関係者は、「言論の自
由」と同時に「子どもを
健やかに育むこと」の大
切さを自覚しなくてはな
らない。）

・有害環境に課する調査研究の充実
・メディア上の有害情報についての関係業
界における自主規制の促進
・有害情報等から子どもを守るための法整
備
・学校安全及び心のケアの充実

　
○基本的教科における
２０人授業、習熟度別授
業の実現
○多様な個性や能力を伸
ばす教育システムの整備
（科学技術・理科大好きプ
ランの推進等）
○ＩＴ授業、２０人授業が
可能となる教室の整備
（新世代型学習空間の
整備）
○全国的な学力調査の
実施

１　わかる授業で基礎学力の向
上を図ります

　
○奉仕・体験活動の促
進、読書活動の推進
○道徳教育の充実（心
のノートの作成・配布、
心の先生の配置等）
○家庭・地域の教育力
の再生のための取組

２　多様な奉仕・体験活動で心豊
かな日本人を育みます。

経済団体等への働きかけ

文科省・厚労省間で協力
推進

地方自治体等への働きか
け

継続実施

平成１４年度の学
習指導要領で実施

平成１４年度から地
方交付税措置

各学校の取組奨励

平成１３年７月１１日施行
各学校・教育委員会におけ
る取組の促進

中央教育審議会に諮問

平成１４年１月１１日施行
各教育委員会における取
組促進

関係省庁と協力しつ
つ政府全体の取組と
して検討

　
○社会人の学校教育へ
の参加の促進（学校い
きいきプラン）
○文・スポーツ活動の充
実（学校部活動の活性
化）
○学校の安全管理の徹
底、心のケア
○問題を起こす子ども
に対する適切な措置、
有害情報等から子ども
を守る取組

３　楽しく安心できる学習環境を整備
します

新しい時代の義務教育の創造

義務教育の構造改革のポイント

１：義務教育の充実に国家戦略とし
て取り組む
２：市区町村、学校の最良・自由度
を高める分権改革（人事や学級編
制に関する権限の市町村委譲な
ど）を進める
３：学習指導要領、教員養成、財源
保障など義務教育の基盤整備と、
学力調査など結果の検証は、国が
責任を負う。
４：国と地方の負担により義務教育
費が保障される国庫負担制度は優
れた制度であり、これを大事にし、
さらに地方の裁量を広げる

義務教育の目的・理念
変革の次代であり、混迷の次代であ
り、国際競争の時代である。
このような時代だからこそ、一人一人
の国民の人格形成と国家・社会の形
成者の育成を担う義務教育の役割は
重い
国は、その責務として、義務教育の根
幹（①機会均等、②水準確保、③無償
制）を保障し、国家・社会の存立基盤
がいささかも揺らぐことのないようにし
なければならない。

新しい義務教育の姿
学校の教育力、すなわち「学校力」を強化
し、「教師力」を強化し、それを通じて、子
どもたちの「人間力」を豊かに育てること
が改革の目標である。

社会総がかりで教育再生を
～公教育再生への第一歩

１．「ゆとり教育」を見直し、学
力を向上する

（１）「基礎学力強化プログラ
ム」（学習指導要領改訂）
（２）全国学力調査を新たにス
タート、学力の把握・向上に
生かす
（３）伸びる子はのばし、理解
に時間のかかる子にはてい
ねいにきめ細かな指導を行
う。

２．学校を再生し、安心して学
べる規律ある教室にする

（１）いじめと校内暴力を絶対に
許さない学校を目指し、いじめら
れている子どもを全力で守る
（２）いじめている子どもや暴力を
ふるう子どもには厳しく対処、そ
の行為の愚かさを認識させる。
（３）暴力など反社会的行動を繰
り返す子どもに対する毅然たる
指導、静かに学習できる環境の
構築（通知等の見直し）

３．すべての子どもに規律を
教え、社会人としての基本を
徹底する

（１）社会人として最低限度必
要な決まりをきちんと教える。
（２）父母を愛し、兄弟姉妹を
愛し、友を愛そう

教育内容の改革

７つの提言

社会の教育に関する動向 資料№５



●一人ひとりの才能を伸ばし、 ・授業を子どもの立場に立った、想像性に富む人間を育成する
提案 施策 主なスケジュール

6

・一律主義を改め、個性
を伸ばす教育システム
を導入する　　　　　　（そ
れぞれが持って生まれ
た才能を発見しのばし、
考える力を養う学習を可
能にすべき）

○確かな学力の向上
・「公立義務教育諸学校の学級編制及び
教職員定数の標準に関する法律」等の改
正　少人数指導を可能とする教職員定数
の改善　※教員一人あたりの児童生徒数
を欧米並みの水準に改善（１３年度小１９．
０人中１６．１人→１７年度小１８．６人中１
４．６人）
・新学習指導要領の実施
厳選された基礎・基本の徹底、個に応じた
指導の充実、総合的な学習の時間の創設
・全国的な学力調査の実施
・学力向上フロンティア事業の実施
新しい学習指導要領のねらいを実現し、
「確かな学力」の向上を目指す学力
○多様な個性や能力を存分に伸ばすこと

ができる教育システムの整備
・中高一貫校の推進
・「科学技術・理科大好きプラン」の推進
・スーパー・イングリッシュ・ランゲージハイ
ス　クールの推進
・大学への１７歳入学の促進
・大学等における社会人受け入れの拡大
・放送大学における大学院の設置
○一人一人の障がいに対応した教育の充
実
・就学基準等の見直しと相談支援体制の
整備
・盲聾養護学校における指導の充実

　

7
・記憶力偏重を改め、大
学入試を強化する

・ＡＯ入試など大学入試の多様化の促進
・大学９月入学の推進
・暫定入学制度の導入

8
・リーダー養成のため、大学・
大学院の教育・研究機能を強
化する

略

9
・大学にふさわしい学習を
促すシステムを導入する

略

10
・職業観、勤労観を育む
教育を推進する

略

平成１３年４月１日施行

平成１４年度実

平成１３年度小・中、
１４・１５年高校で実施

当面５００校を目
標に整備

平成１４年度中に「学
校教育法施行令」を改
正

　
○自己評価システムの
確立、学校評議員の導
入などによる開かれた学
校づくり
○保護者参加、情報公
開による教育委員会の
活性化
○地域の主体性を生か
した新しいタイプの学校
設置促進
○スクールカウンセラー
の配置の拡充など教員
相談体制の充実

４　父母や地域に信頼される学校づく
りを行います。

　
○教員免許制度の改
善、新たな教員研修制
度の創設、教員の社会
体験研修の拡充
○優秀な教員の表彰制
度と特別昇給の実施
○指導力不足教員への
厳格な対応（教壇に立た
せない）

５　教える「プロ」としての教師を育成し
ます

義務教育の目標を明確にして
結果を検証し資質を保障する

戦略１

義務教育の使命の明確化及び
教育内容の改善

【義務教育の使命の明確化】
○「確かな学力」、「豊かな心」、「健
やかな体」のバランスのとれた育成
○義務教育の内容・水準の保障
○学校・家庭・地域の連携と適切な
役割分担
【教育内容の改善】
○学習指導要領の見直し
○学習到達度・理解度の把握のた
めの全国的な学力調査の実施
【義務教育に関する制度の見直し】
○学校種間の連携・接続の改善
○幼児教育の充実、幼稚園への就
園の推進、就学前の教育・保育を一
体とした総合施設
○不登校児童生徒について、学校
外の教育施設での学習を義務教育
と見なす仕組みの検討
○LDやＡＤＨＤ等の児童生徒への
支援の充実

戦略２

教師に対する揺るぎない信頼を
確立する

信頼される、質の高い教師の育成
○強い情熱・確かな力量・総合的な
人間力
【利用・質の両面から優れた教師を
養成・確保するための方策】
・学部段階における教員養成の着
実な充実
・教員養成の専門職大学院の活用
・教員免許更新制の導入
・教員採用の工夫・改善、教員研修
の充実
・スーパーティーチャーなどの職種
の導入も含めた教員評価の改善・充
実
・退職者、企業人など多様な人材の
積極的登用、校長に加え教頭への
民間人の登用

教師の質の向上

教員の質の向上

４．あらゆる手だてを総動員
し、魅力的で尊敬できる先生
を育てる

（１）社会の多様な分野から優
れた人材を積極的かつ大量
に採用する
（２）頑張っている教員を徹底
的に支援し、頑張る教員をす
べての子どもの前に
（３）不適格教員は教壇に立た
せない。教員養成・採用・研
修・評価・分限の一体的改革
（４）真に意味のある教員免許
更新制の導入（教員免許法の
改正）

教育システムの改革

５．保護者や地域の信頼に真
に応える学校にする

（１）学校を真に開かれたもの
にし、保護者、地域に説明責
任を果たす
（２）学校の責任体制を確立
し、校長を中心に教育に責任
を持つ（学校教育法の改正）
（３）優れた民間人を校長など
の管理職に、外部から登用す
る



●新しい時代に新しい学校作りを
提案 施策 主なスケジュール

11

・教師の意欲や努力が
報われ評価される体制
をつくる
（教師の評価を待遇に
反映）

○教える「プロ」としての教師の育成
・優秀な教員に対する表彰制度
・「地方教育行政の組織及び運営に関す
る法律」の改正
指導力が不足し十分な適格性を有しない
と認められる教員を教員以外の職員へ円
滑に異動させるための方途
・指導力不足教員に対応する人事管理
・教員の社会体験研修の大幅な拡充
・教員採用方法の多様化
・「公立義務教育諸学校の学級編制及び
教職員定数の標準に関する法律」等の改
正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
特別非常勤講師の拡大
・「教育公務員特例法」の改正
・「教育職員免許法」の改正
・教員の自主的、主体的な研修の奨励・支
援
・盲・聾・養護学校における指導の充実

12

・地域の信頼に応える
学校づくりを進める
（地域で育つ、地域で
育てる学校づくりの推
進）

・各学校における自己評価システムの確
立
・学校評議員制度の導入など開かれた学
校づくりの促進
・「教育職員免許法」の改正（再掲）
・小・中学校の通学区域制度の弾力的運
用の促進
・老朽化した校舎の改築・改造

13

・学校や教育委員会に
組織マネジメントの発想
を取り入れる
（学校：校長による独自
性とリーダーシップの発
揮・教育行政機関：情報
開示の制度化）

・「地方教育行政の組織及び運営に関す
る法律」の改正　教職員人事等に関する
校長の意向の一層の反映
・「公立義務教育諸学校の学級編制及び
教職員定数の標準に関する法律」等の改
正（再掲）　　　教頭定数の改善
・若手校長の積極的任用、校長の任期の
長期化
・スクールカウンセラーの配置拡充
・心の教室相談員の配置
・「地方教育行政の組織及び運営に関す
る法律」の改正　保護者の参加等教育委
員会の委員の構成や会議の公開に関す
る規定の整備

平成１４年１月１１日施
行

通常国会に法案提出

各学校設置基準に自己
評価に関する規定を整
備

各教委における取組の
促進

平成１４年度中に関係法
令の見直しを検討

平成１４年１月１１日施
行

平成１３年４月１日施行

平成１４年１月１１日施行

　
○次代のリーダー養成
のための教育・研究機
能の強化（大学への
１７歳入学の拡大）
○大学の競争的環境の
整備（国立大学の再編・
統合、国立大学を新し
い「国立大学法人」に早
期移行
○大学における厳格な
成績評価、教員の教育
能力の重視

６　世界水準の大学づくりを推進し
ます。

戦略３

地方・学校の主体性と創意工夫
で教育の質を高める

学校・教育委員会の改革

【学校の自主性・自律性の確立】
○人事、予算、学級編制などの学
校・校長の権限拡大
○学校運営を支える機能の充実の
ため、管理職を補佐し一定の権限を
もつ主幹などの職をおくことができる
仕組みを検討
○学校教育の質を保障するため、
自己評価の実施・公表を義務化、外
部評価を充実、学校評価充実のた
めの国による支援
○保護者・地域住民の学校運営へ
の参画と協力の推進
【教育委員会制度の見直し】
○教育委員会がそれぞれの自治体
の実情にあわせた行政が行えるよ
う、現在の基本的な枠組みの下で、
制度（委員数、権限分担等）をできる
だけ弾力化
○首長と教育委員会の連携の強
化、教育委員会の機能の強化

６．教育委員会の在り方そのも
のを抜本的に問い直す（地方
教育行政法の改正）

（１）教育委員会の問題解決能
力が問われている。教育委員
会は、地域の教育に全責任を
負う機関として、その役割を認
識し、透明度を高め、説明責
任を果たしつつ、住民や議会
による検証を受ける。
（２）教育委員会は、いじめ、校
内暴力など学校の問題発生に
正面から向き合い、危機管理
チームを設け、迅速に対応す
る
（３）文部科学省、都道府県教
育委員会、市町村教育委員
会、学校の役割分担と責任を
明確にし、教育委員会の権限
を見直す。学校教委職員の人
事について、広域人事を担保
する制度と遭わせて、市町村
教育委員会に人事権を極力、
委譲する
（４）当面、教育委員会のある
べき姿についての基準や指導
を国で定めて公表するととも
に、第三者機関による教育委
員会の外部評価制度を導入
する
（５）小規模市町村の教育委員
会に対しては、広域的に事務
を処理できるよう教育委員会
の統廃合を進める
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・授業を子どもの立場に
立った、わかりやすく効
果的なものにする　（教
育を受ける側の立場に
立った、学級編制、授
業方法、地域との連携
の促進）

○子どもの立場に立ったわかる授業の実
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
「公立義務教育諸学校の学級編制及び教
職員定数の標準に関する法律」等の改正
少人数指導を可能にする教員定数の改
善
・「学校いきいきプラン」の推進
・「教育職員免許法」の改正（再掲）
小学校における専科指導等の拡大
・教育の情報化の目標の実現
・教育コンテンツの研究開発
・ＩＴ授業や２０人授業等のための「新世代
型学習空間」
・ＪＥＴプログラムの推進など外国語教育の
充実
・新学習指導要領の実施（再掲）
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・新しいタイプの学校の
設置を促進する
（新しいタイプの学校の
設置を可能にし、多様
な教育機会を提供する
新しい試みを促進し、起
業家精神をもった人を
学校教育に引き込むこ
とにより、日本の教育界
の活性化を図る）

・私立学校設置のための基準の明確化
・研究開発学校の拡充
・今後の新しいタイプの学校の可能性や
課題等についての検討

●教育振興基本計画と教育基本法
提案 施策 主なスケジュール
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・教育施策の総合的推進
のための教育振興基本計
画を　　　　　　（教育改革
の推進に関する方針など
の基本的方向を示し、整
備・改善の目標や具体的
な実施方策についての計
画を策定する）

・教育振興基本計画の策定
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・新しい時代にふさわし
い教育基本法を
（新しい時代にふさわし
い教育基本法の３つの
観点　　　　　　　　　　　・
新しい時代を生きる日
本人の育成
・伝統、文化など次代に
継承すべきものを尊重
し、発展させていくこと
・教育基本法の内容に
理念的事項だけでなく、
具体的方策を規定する
こと　）

新しい時代にふさわしい教育基本法の見
直し

平成１３年４月１日施行

平成１３年度補正予算によ
る「緊急地域雇用創出特
別交付金」の活用により実
施

交付税措置

中央教育審議会
に諮問（平成１３
年１１月２６日）

　
○教育振興基本計画の
策定
○新しい時代にふさわ
しい教育基本法の見直
し

７　新世紀にふさわしい教育理念を
確立し教育基盤を整備します

戦略４

確固とした教育条件を整備する

　　　　　　地方六団体の意見
全国知事会・全国市長会・全国町村
会・　　全国都道府県議会議長会・
全国市議会議長会・全国町村議会
議長会

学校施設整備は全国的経常的に行
われるものであり、廃止・一般財源化
すべき。耐震化が進んでいないこと
については、一般財源化すれば地
方自治体の判断による計画的な施
設整備が進むはず

公立学校施設整備費負担金・補助金の在り方

【共通理解】
①義務教育は、国全体を通じて
の最重要事項であること
②義務教育に必要な財源を確実
に保障する必要があること

中央教育審議会の審議結果
・地方自治体の自主財源が教育関係
にまわっていない実態があること
・地方自治体間の格差を是正する必
要があること等の理由から、地方の自
由度を拡大する改革を行った上で、
国が公立学校施設の整備に目的を特
定した財源を保障し、耐震化は国が
責任をもって推進すべき

地方案を生かす方策の検討結果

義務教育費国庫負担制度

【制度の基本的役割】
憲法の要請に基づき、義務教育
の根幹（機会均等、水準確保、無
償制）を国が責任をもって支える
制度　　　　　　【現行制度の概要】
○市区町村が小学校の設置・運
営。都道府県が教職員を任命し
給与を負担
○国は教職員給与費の１／２を負
担

「社会総がかり」での
全国民的な参画

（１）家庭の対応
－　家庭は教育の原点。保護
者が率先し、子どもにしっかり
しつけをする－
（２）地域社会の対応
－学校を開放し、地域全体で
子どもを育てる－（放課後子ど
もプランの全国展開）
（３）企業の対応
－企業も「仕事と生活の調和
（ワークライフバランス）」を実現
し、教育に参画する－
（４）社会全体の対応
－有害情報から子どもを守る
－

４つの緊急対応

（１）暴力など反社会的な行動
をとる子どもに対する毅然たる
指導のための法令等でできる
ことの断行と、通知等の見直し
（いじめ問題対応）
（２）教育職員免許法の改正
（教員免許更新制導入）
（３）地方教育行政法（教育委
員会制度の抜本改革）
（４）学校教育法の改正（学習
指導要領の改訂及び学校の
責任体制の確立のため）
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